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阪神東部地域総合治水推進計画 用語解説集 
 

【あ 行】 

1） 尼 崎
あまがさき

平野
へいや

 
東は猪名川・神崎川、西は武庫川で区切ら

れた尼崎市域の平地。大阪湾の沿岸潮流や武

庫川・猪名川が運ぶ土砂が堆積してできた。 

2） 有馬
ありま

層群
そうぐん

 
今から 7500 万年～7000 万年前、中生代
の白亜紀後半の火山活動による火山灰や溶

岩でできた地層。 

3） 伊丹
いたみ

段 丘
だんきゅう

(台地
だいち

) 
伊丹市域にある標高 45ｍ程度のほぼ平ら
な高台。 

4） 溢水
いっすい

 
川などの水があふれ出ること。 

5） 右岸
う が ん

 
川を上流から下流に見て右側の岸。 

6） 雨水
う す い

貯 留
ちょりゅう

(浸透
しんとう

)施設
し せ つ

 
雨水を一時的に貯留し、または雨水の地下

への浸透を促進する施設であって、浸水被害

を軽減する効果を持つものをいう。 

7） 越 流
えつりゅう

堤
てい

 
洪水調節のため、堤防の一部分を低くして

洪水が堤防を越えて流れるような構造にな

っている堤防。洪水が越流堤の高さを超えた

時、洪水の一部が越流堤を越えて遊水地や調

節池に流れ込ませるために、設置する。 

8） 応援
おうえん

協 定
きょうてい

 
災害時応援協定とは、行政機関と民間事業

者又は他の行政機関との間であらかじめ協

定書を交わし、災害時における人的・物的支

援についての協力を確保するためのもの。 

9） 大阪
おおさか

層群
そうぐん

 
数万年～100 数十万年前の間に堆積した
地層に対して用いられる名称 

 
 
 

【か 行】 

10） 外水
がいすい

 
堤防の外(河川側)にある河川を流れる水
のこと。内水の対語。 

11） 外来種
がいらいしゅ

(外来
がいらい

生物
せいぶつ

) 
人間の様々な活動に伴って、本来生息して

いる分布範囲を越えて持ち込まれた動植物。 

12） 各戸
か く こ

貯 留
ちょりゅう

 
住宅などにおいて貯留タンクに雨水を貯

めること。 

13） 河床
かしょう

掘削
くっさく

 
川底を掘り下げることで、川の断面積を広

くして、より多くの洪水を安全に流せるよう

にすること。 

14） 河床
かしょう

勾配
こうばい

 
川の流れる方向の川底の傾きのこと。一般

に山間部では河床勾配が急で、平野部では緩

やかである 

15） 河川
か せ ん

管理
か ん り

施設
し せ つ

 
ダム、堤防、護岸、床止めなど、河川管理

者が設置及び管理する施設。洪水による被害

防止などの機能をもつ施設。 

16） 河川
か せ ん

管理
か ん り

者
しゃ

 
河川を維持管理する者をいう。 

17） 河川
か せ ん

整備
せ い び

基本
き ほ ん

方針
ほうしん

・河川
か せ ん

整備
せ い び

計画
けいかく

 
河川整備基本方針とは、長期的な河川整備

の基本的方針を定めたもの。 
河川整備計画とは、河川整備基本方針の目

標達成に向けた段階的な河川整備の目標を

定め、今後 20～30年間で実施する河川整備
の内容を示したもの。いずれも河川法に基づ

く計画。 

18） 河川
か せ ん

対策
たいさく

 
河床掘削、河道拡幅や洪水調節施設整備等

により、より多くの洪水を安全に流せるよう

にする河川での対策。 
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19） 河道
か ど う

 
流水を安全に流下させるための水の流れ

る部分のこと。通常水が流れている低水路と、

洪水の時だけ流れる高水敷に分けられる。 

20） 河道
か ど う

拡幅
かくふく

 
川の幅を拡げることで、川の断面積を広く

して、より多くの洪水を安全に流せるように

すること。 

21） 冠水
かんすい

 
洪水などによって水に浸ること。 

22） 貴重種
きちょうしゅ

( 重 要
じゅうよう

種
しゅ

) 
レッドデータブック等に特定されている

絶滅のおそれがある野生生物の種のこと。 

23） 狭窄部
きょうさくぶ

 
河道の川幅が部分的に狭くなった場所。 

24） 矩形
くけい

断面
だんめん

 
四角い断面。 

25） 計画
けいかく

規模
き ぼ

 
洪水を防ぐための計画において、被害を発

生させずに安全に流すことのできる洪水の

大きさ(対策の目標となる洪水の規模)のこ

と。 

26） 下水道
げすいどう

管理者
かんりしゃ

 
下水道法の規定により、下水道を管理する

者をいう。 

27） (堤防
ていぼう

の)決壊
けっかい

 
堤防などが切れて崩れること 

28） 減災
げんさい

対策
たいさく

 
災害による被害を最小限におさえようと

する取り組み。 

29） 県民
けんみん

緑
みどり

税
ぜい

 
豊かな緑を次の世代へ引き継いでいくた

め、県民共有の財産である緑の保全・再生を

社会全体で支え、県民総参加で取り組む仕組

みとして兵庫県が平成 18年度から導入した。 

30） (森林
しんりん

の)公益的
こうえきてき

機能
き の う

 
森林が持っている機能のうち、広く一般に

役立つもの。水資源のかん養や山地災害の防

止、二酸化炭素の吸収源、保健休養・教育文

化活動の場を提供する機能などをいう。 
 

31） 公共下水道
こうきょうげすいどう

 
主として市街地における下水を排除し、又

は処理するために地方公共団体が管理する

下水道で、終末処理場を有するものまたは流

域下水道に接続するものであり、かつ汚水を

排除すべき排水施設の相当部分が暗渠であ

る構造のものをいう。主として市街地で実施

される｢公共下水道｣等がある。 

32） 洪水
こうずい

調 節
ちょうせつ

容 量
ようりょう

 
洪水調節のため、一時的に洪水を貯める際

に使われるダムの容量。 

33） 洪水吐
こうずいばき

 
洪水の流入に対し、ダムと貯水池の安全を

確保するために設けられた放流設備の総称。 

34） 古生層
こせいそう

 
古生代(5億7,000万年～2億4,500万年前)
に堆積した層で、母材は礫岩、砂岩、泥岩等、

固結堆積岩等が交互に堆積している地層 

35） 護岸
ごがん

 
洪水、高潮、津波及び波浪などから堤防、

河岸、海岸を防護するために設けられる人工

構造物。 
 
 
 

【さ 行】 

36） 災害時
さいがいじ

要
よう

援護者
えんごしゃ

 
年齢や障害などが原因で、災害発生時の避

難等で何らかの支援を必要とする人。一般的

に高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊婦等

が該当する。 

37） 在来
ざいらい

種
しゅ

 
ある地域で人間の影響を受ける以前から

繁殖し続けている生物。自生種、野生種とも

いう。外来種(外来生物)、帰化植物の対語。 

38） 左岸
さ が ん

 
川を上流から下流に見て左側の岸。 
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39） 砂防
さ ぼ う

えん堤
てい

 
土石流による災害を防ぐために渓流に設

置する施設。｢砂防えん堤｣には、土石流を食

い止める働きのほかにも、土砂を貯めて渓流

の勾配を緩やかにする働きや一度に大量の

土砂が下流に流れ出ることを防ぐ働きがあ

る。 

40） 酸性
さんせい

火砕
かさい

岩
がん

 
火砕岩は火山噴火などにともない火山灰

や火山岩片などが堆積した堆積岩のうちケ

イ酸が約 60％以上のもの。 

41） 三面張
さんめんばり

 
河道の河床と法面を護岸等で覆うこと。 

42） 支川
し せ ん

 
本川に合流する河川のこと。本川から下流

向きに見て、右側に合流する河川を｢右支川｣、

左側に合流する河川を｢左支川｣と呼ぶ。また、

本川に直接合流する支川を｢一次支川｣、一次

支川に合流する支川を｢二次支川｣と次数を

増やして区別する場合もある。 

43） 自然
しぜん

河岸
かがん

 
護岸が設置されておらず、縦断的・横断的

に自然な状態、自然な変化をもつ河岸 

44） 重 要 種
じゅうようしゅ

 
(貴重種と同じ) 

45） 準 用
じゅんよう

河川
か せ ん

 
準用河川は一級河川及び二級河川以外の

河川の中から、市町長が管理する河川で、河

川法の規定の一部が準用される。 

46） 植 生
しょくせい

 
ある地域における植物体の集まりの総称。

植生の成立は、地形や気候等の環境要因や伐

採や農耕等の人為的要因の影響を受ける一

方、成立した植生はこれらの環境要因を変化

させる。現存する植生は、このような植物と

環境要因の相互作用の結果である。 
植生を地図上に表現したものを植生図と

いう。 

47） 親水
しんすい

 
人が水に親しみやすくすることをいい、勾

配を緩くして階段を設置し、小さな子供でも

水に触れられるような構造にするなどが挙

げられる。 

48） 浸水
しんすい

想定
そうてい

区域
く い き

(浸水
しんすい

予想
よそう

区域
くいき

) 
河川及び下水道(以下｢河川等｣という)に
おいて、河川等の洪水防御に関する計画の基

本となる降雨により当該河川等が氾濫した

場合に浸水が想定される区域をいう。 

49） 浸透
しんとう

桝
ます

 
家屋の雨とい等から流入してくる雨水を

受ける構造物で、側面及び底面に孔があり、

雨水を地中に浸透させる構造のもの。 

50） 水害
すいがい

リスク 
洪水等によるはん濫などの被害に遭う可

能性があること。 

51） 水系
すいけい

 
同じ流域内にある本川、支川、派川および

これらに関連する湖沼の総称。 

52） (森林
しんりん

の)水源
すいげん

かん養
よう

機能
き の う

 
森林が形成する多孔質土壌に雨水を浸透、

貯留する機能。 

53） 水田
すいでん

貯 留
ちょりゅう

 
大雨のとき、水田の排水口に直角に板を立

てる等により、一時的に雨水を貯留すること。 

54） 水防
すいぼう

活動
かつどう

 
川が大雨により増水した際、堤防の状態を

見回り、堤防などに危険な箇所が見つかれば、

壊れないうちに土のうを積んだりして堤防

を守り、被害を未然に防止・軽減する活動。 

55） 水防
すいぼう

管理
かんり

団体
だんたい

 
水防に関する責任のある市町村、または水

防に関する事務を共同に処理する市町村の

組合(水防事務組合）、もしくは水害予防組合
のこと。 

56） 水防
すいぼう

連絡会
れんらくかい

 
各土木事務所等が水防体制を強化するた

め、管内の水防管理団体等の関係機関と組織

する会をいう。 

57） 生起
せいき

確率
かくりつ

 
ある現象が生じる確率。地震や水害など災
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害では、｢生起確率 100年｣は｢100年に 1度｣
の確率で発生することを表す。 

58） 生物
せいぶつ

多様性
たようせい

ひょうご戦 略
せんりゃく

 
生物多様性に関してこれまでに実施して

きた取組を体系的に整理し、その中で明らか

となった課題に対して的確に対応し、生物多

様性の保全を図るための兵庫県の指針(平成
21年 3月策定)。 

59） 堰板
せきいた

 
用水路等で、水をせき止める板。 

60） 瀬戸内
せ と う ち

型
がた

気候
きこう

 
瀬戸内海を中心とした地域に見られる気

候。降水量が少なく，晴天日数や日射量の多

いことが特徴。 
 
 
 

【た 行】 

61） 耐水
たいすい

機能
き の う

 
浸水が見込まれるとき、建物又は工作物の

床を高くし、建物等の機能の維持に重要な電

気設備等を高所に設置したり、地階への雨水

の流入を防ぐ等の浸水による被害を軽減す

ることをいう。 

62） 高潮
たかしお

 
台風により気圧が低くなって海面が吸い

上げられたり、強風で海水が吹き寄せられた

りして、海面が普段よりも高くなること。 

63） ダム 
河川の流水を貯留し、または取水するため

に河川に横断的に設置する構造物。一般的に

は高さが 15ｍ以上のものをいう。 

64） 段 丘
だんきゅう

礫層
れきそう

 
河岸段丘部の砂礫堆積物。上流から運搬さ

れて堆積した砂礫である場合が多い。 

65） 丹波
たんば

山地
さんち

 
兵庫県東部・京都府・大阪府北部・滋賀県

西部・福井県南西部に広がる隆起準平原。 

66） 丹波
たんば

層群
そうぐん

 
古生代二畳紀～中生代ジュラ紀(およそ 2

億 5,000 万年～2 億年前)に、大陸から流れ
てきた砂泥が海底で固まった泥岩や砂岩、海

にすむケイソウや放散虫等の生物がたまっ

て固まったチャート、サンゴやフズリナ等が

たまって固まった石灰岩からできた地層 

67） 地域
ち い き

防災
ぼうさい

計画
けいかく

 
市民の生命、財産を災害から守るために、

災害に係わる事務又は業務に関して、県及び

市が定める災害対策基本法に基づく計画。 

68） 築堤
ちくてい

 
堤防をつくること。 

69） 治山
ち さ ん

 
健全な森林を整備し、土砂災害の防止、水

資源のかん養、生活環境の保全などを図る行

為の総称。具体的には、保安林制度など、森

林における行為の規制や、山腹崩壊の防止な

ど土砂災害を防ぐための工事が実施される。 

70） 治山
ちさん

ダム 
山からの土砂流出をコントロールする施

設。森林法に基づいて農水省林野庁の所管と

して行う治山事業で、山地からの土砂流出抑

制を目的としたダム。 

71） 治水
ち す い

 
洪水や氾濫等による水害から人命および

財産を守るために、河川工事等を行うこと。 

72） 治水
ちすい

安全度
あんぜんど

 
洪水に対する川の安全の度合いを表すも

ので、被害を発生させずに安全に流下させる

洪水の発生する確率(確率年)で表す。 

73） 沖 積
ちゅうせき

平野
へいや

 
主に河川の堆積作用によって形成される

平野の一種。 

74） 沖 積
ちゅうせき

層
そう

 
現在の河岸・海岸平野などの沖積部を形成

する堆積物の地層。 

75） 調整池
ちょうせいち

(調節池
ちょうせつち

) 
開発等により、雨水が河川へ流出しやすく

なることに対し、一時的に雨水を貯留し、河

川への流出量を軽減するために、開発に合わ

せて設置される池。 
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76） 貯 留
ちょりゅう

浸透
しんとう

施設
し せ つ

 
雨水を一時的に貯めたり地下に浸透させ

たりして、雨水流出量を抑制する施設。 

77） 堤防
ていぼう

 
洪水を氾濫させないため、左右岸に築造さ

れる構造物。多くの場合は盛土によるが、コ

ンクリート等で築造される場合もある。 

78） 透水性
とうすいせい

舗装
ほ そ う

 
多孔質にして、雨水を表層から下層へ浸透

させる舗装。 

79） 土砂
どしゃ

災害
さいがい

警戒
けいかい

区域
くいき

 
｢土砂災害警戒区域等における土砂災害防

止対策の推進に関する法律｣(平成 12年 5月
8日法律第 57号)に基づき、土砂災害を防止
するために警戒避難体制を特に整備すべき

ものとして政令で定める基準に該当する区

域 
 
 
 

【な 行】 

80） 内水
ないすい

 
堤防の内側(陸地側)に貯まる雨水をいう。 

81） 年
ねん

超過
ちょうか

確率
かくりつ

 
ある値を超える確率を年単位で表す。超過

確率年や超過確率ともいう。 
確率年とは、地震や水害など災害の発生頻

度、発生確率を表す単位のひとつで、｢100
年｣は｢100年に 1度｣の確率であることを表
す。 

82） 農 業
のうぎょう

振興
しんこう

地域
ち い き

 
｢農業振興地域の整備に関する法律｣に基

づき、土地の農業上の有効利用と農業の振興

のための施策を総合的、計画的に推進するた

め指定された地域。 
 
 
 

【は 行】 

83） ハザードマップ 
自然災害による被害の程度を予測し、その

被害範囲を地図化したもので、河川の氾濫を

想定した｢洪水ハザードマップ｣、内水の浸水

被害を想定した｢内水ハザードマップ｣など

がある。兵庫県では、パソコンから簡単に閲

覧できる CG ハザードマップも制作してい
る。 

84） 氾濫
はんらん

危険
き け ん

水位
す い い

 
氾濫が起こる可能性がある水位。 

85） 避難
ひ な ん

勧告
かんこく

 
人的被害の発生可能性が高まった際に、市

町が避難の開始を住民等に求めること。 

86） 避難
ひ な ん

指示
し じ

 
避難勧告より状況が悪化し、人的被害の発

生する危険性が非常に高い状況で、市町が直

ちに避難するよう住民等に指示すること。 

87） “ひょうご・人
ひと

と自然
し ぜ ん

の川
かわ

づくり”基本理

念及び基本方針 
人と自然が共生する川づくりのため、兵庫

県が平成 8年 5月に｢“ひょうご・人と自然の
川づくり”基本理念・基本方針｣を定めたもの。 

88） フェニックス防災
ぼうさい

システム 
兵庫県が、阪神・淡路大震災の教訓を踏ま

えて構築した、あらゆる災害に迅速に対応で

きる総合的な防災情報システム。災害情報や

気象観測情報の収集・提供や洪水予測などの

機能を持ち、県市の迅速で的確な初動・応急

対応を支援する。 

89） 普通
ふ つ う

河川
か せ ん

 
一級河川、二級河川、準用河川以外の河川

法に基づく指定を受けない小河川で、実際の

管理は市町などが行う。 

90） 保安林
ほあんりん

 
水源のかん養、山腹崩壊等の防止等のため、

農林水産大臣又は都道府県知事によって指

定される森林。保安林では、それぞれの目的

に沿った森林の機能を確保するため、立木の

伐採等が規制される。 

91） 防災
ぼうさい

行 政
ぎょうせい

無線
む せ ん

 
市町村防災行政無線とは、防災関係機関へ

の連絡や、住民へ防災情報を伝達する無線通

信システムのことをいう。 
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92） 防災
ぼうさい

拠点
きょてん

 
災害時に防災活動の拠点となる施設や場

所のこと。平常時には防災講習・訓練や地域

住民の憩いの場として活用される。 

93） 防災
ぼうさい

調整池
ちょうせいち

 
開発等により、雨水が河川へ流出しやすく

なることに対し、一時的に雨水を貯留し、河

川への流出量を軽減するために、開発に合わ

せて設置される池。 

94） 北摂
ほくせつ

山地
さんち

 
主に兵庫県南東部から大阪府北部、京都府

南西部に広がる山地 

95） 本川
ほんせん

 
水系の中で、流量、河川の長さ、流域の大

きさなどが、もっとも重要と考えられる河川、

あるいは最長となる河川のこと。 
本川に対し、本川に合流する河川のことを

支川という。 
 
 
 

【ま 行】 

96） 埋塞
まいそく

 
河川や道路が土砂等によって塞がれるこ

と。 

97） 水
みず

循 環
じゅんかん

 
水は、地表面から蒸発して霧や雲となり、

降雨となって地表面に達した後再び地表面

や植物の葉面もしくは水面などから蒸発散

する循環経路を通る。それ以外にも、降雨が

河川となり海に流出したり、地下に潜るなど、

非常に複雑で変化に富んでいる。これらの水

の流れる経路や水量をまとめてとらえたも

のを水循環という。 
 
 
 

【や 行】 

98） 山
やま

付
づ

け 
川の岸が山地・丘陵地等になっていること。 

99） 要
よう

援護者
えんごしゃ

 
(災害時要援護者を参照) 

【ら 行】 

100） 利水
り す い

 
河川の水を生活用水や農業用水、工業用水、

発電などに利用すること。 

101） 流 域
りゅういき

 
降雨などが地表や地下を通って、その川に

流れ込む範囲。 

102） 流 域
りゅういき

下水道
げすいどう

 
2以上の市町の下水を集め、下水処理場で
処理する下水道。基本的には県が事業を行っ

ている。 

103） 流域圏
りゅういきけん

 
(流域と同じ) 

104） 流 域
りゅういき

対策
たいさく

 
校庭に雨水を一時的に貯留する等、河川へ

の流出量を抑制するため行う対策。 

105） 流 出
りゅうしゅつ

抑制
よくせい

 
雨水が河川や下水道に直接的に流出しな

いようにすること。これにより、下流河川等

に対する洪水負担が軽減される。 

106） 流 出
りゅうしゅつ

抑制
よくせい

対策
たいさく

 
(流域対策と同じ) 

107） 林地
り ん ち

開発
かいはつ

許可
き ょ か

制度
せ い ど

 
無秩序な開発を防止し、森林の適正な利用

を図るため、森林法に基づき設けられた制度。

1ヘクタール(10,000平方メートル)を超える
森林の開発をしようとするときは、この制度

の手続きに従って、知事の許可を受けなけれ

ばならない。 

108） 連続
れんぞく

堤防
ていぼう

 
切れ目なく連続している堤防。 


